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個

人

情

報

取

扱

事

業

者

は

、

安

全

管

理

措

置

と

し

て

、

取

扱

う

個

人

デ

ー

タ

の

漏

洩

、

滅

失

、

又

は

き

損

の

防

止

、

そ

の

他

個

人

デ

ー

タ

の

安

全

管

理

の

た

め

に

必

要

か

つ

適

切

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

そ

の

た

め

に

は

、

組

織

的

、

人

的

、

物

理

的

、

技

術

的

に

安

全

対

策

を

講

じ

る

必

要

が

あ

る

。 

組

織

的

安

全

管

理

措

置

と

は

、

安

全

管

理

に

つ

い

て

従

業

者

の

責

任

と

権

限

を

明

確

に

定

め

、

安

全

管

理

に

対

す

る

規

定

や

手

順

書

を

整

備

運

用

し

、

そ

の

実

施

状

況

を

確

認

す

る

こ

と

。（
経

済

産

業

省

の

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

） 

組

織

内

（

委

託

先

も

含

め

）

で

の

個

人

デ

ー

タ

の

安

全

管

理

は

、

シ

ス

テ

ム

（

情

報

）

の

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

ー

問

題

と

並

行

し

て

捉

え

、

ハ

ー

ド

（

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

ー

関

連

機

器

・

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

シ

ス

テ

ム

の

整

備

等

）

と

、

ソ

フ

ト

（

従

事

者

の

権

限

と

責

任

・

委

託

先

を

含

む

従

事

者

の

モ

ラ

ル

等

）

の

両

面

か

ら

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

。 
個

人

情

報

（

個

人

デ

ー

タ

）

は

、

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

上

に

保

管

さ

れ

、

そ

れ

ぞ

れ

の

従

事

者

が

必

要

応

じ

て

利

用

す

る

デ

ー

タ

の

共

有

化

が

一

般

的

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。 

今

後

の

課

題

と

し

て

、

ハ

ー

ド

面

で

は

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

・

Ｅ

―

メ

ー

ル

か

ら

の

ウ

イ

ル

ス

等

の

侵

入

に

対

す

る

対

応

、

情

報

シ

ス

テ

ム

へ

の

ア

ク

セ

ス

の

制

御

と

監

視

、

外

部

シ

ス

テ

ム

と

の

遮

断

、

な

ど

自

社

の

シ

ス

テ

ム

を

外

部

か

ら

の

侵

入

者

か

ら

守

る

た

め

の

対

策

を

講

じ

る

必

要

が

あ

る

。 

ソ

フ

ト

面

で

は

、

情

報

シ

ス

テ

ム

を

安

全

に

運

用

し

て

い

く

た

め

の

組

織

体

制

の

整

備

が

望

ま

れ

て

い

る

。

役

割

と

責

任

を

明

確

に

し

、

違

反

に

対

す

る

対

処

方

法

等

も

確

認

し

て

お

く

必

要

が

あ

る

。 

情

報

管

理

者

を

設

置

し

同

時

に

、

個

人

デ

ー

タ

の

取

得

・

入

力

・

移

送

・

送

信

・

利

用

・

加

工

・

保

管

・

バ

ッ

ク

ア

ッ

プ

・

消

去

廃

棄

作

業

等

の

担

当

者

を

限

定

す

る

こ

と

に

よ

り

、

役

割

と

責

任

を

明

確

に

で

き

る

。 従

業

者

に

対

し

て

は

、

安

全

管

理

に

対

す

る

教

育

・

訓

練

を

実

施

し

、

情

報

シ

ス

テ

ム

に

関

す

る

従

業

者

の

役

割

、

及

び

権

限

を

別

途

定

め

た

内

部

規

定

等

に

よ

り

周

知

し

、

規

定

通

り

実

施

さ

れ

て

い

る

こ

と

を

確

認

す

る

こ

と

も

必

要

で

あ

る

。 

ま

た

、

従

業

者

及

び

、

委

託

先

に

対

し

、

個

人

デ

ー

タ

を

取

扱

う

場

合

、

安

全

管

理

措

置

を

尊

守

し

、

内

部

規

定

通

り

、

又

は

安

全

管

理

措

置

が

盛

込

ま

れ

た

契

約

通

り

に

、

実

施

し

て

い

る

こ

と

を

適

切

に

（

優

越

的

地

位

に

あ

る

も

の

が

委

託

者

の

場

合

、

受

託

者

に

不

当

な

負

担

を

課

し

て

は

な

ら

な

い

）

監

督

す

る

責

任

が

個

人

情

報

取

扱

事

業

者

に

は

あ

る

。 


